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・ 公用車の適切な運用と庁舎外出用原付の導入 12
・ 都市計画道路の計画的な整備 13
・ 各種社会教育学級の見直し 14

経費の節減
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・ 庁内ペーパーレス化の徹底 16
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・ 補助金の見直し（農林水産関係） 37
・ 補助金の見直し（道水路愛護補助金） 38
・ 補助金の見直し（生垣補助金） 39
・ 補助金の見直し（社会教育各補助金） 40

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

目　　　　　　　次

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・

・・・・・・・・・・・・・・・
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点１ 行政課題 事務事業の再編整理等 

取扱項目 給食センターの統合・民間委託 所 管 教育部 学校給食センター 

取組内容 

御前崎・浜岡学校給食共同調理上

の統合或いは民間委託(部分委託

を含めて)の検討 

目 標 
人件費の抑制と経費節減に併せて

学校給食の充実を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

現状把握、将来予測

平成 17 年度当初予

算額人件費 124,476

千円御前崎給食セ

ンター管理運営費

83,693 千円、浜岡給

食センター管理運

営費 147,894 千円  

庁舎内組織を設

け検討 

統合・民間委託

(部分委託)の可

否の決定 

実 施 推 進 

進捗状況 

近隣市町の民間

委託について、

状況調査を行っ

た。 

学校関係者を含

む庁内の検討委

員会（13名）組

織を立ち上げ、

先進地視察や 5

回の委員会を開

催し、報告書を

作成した。 

報告書に基づき

調理・配送部門

を民間委託する

ための業者を決

定した。 

民間委託開始  

特記事項 正規職員 20 人  常勤パート 4人 
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点２ 行政課題 民間委託の推進 

取扱項目 積極的な民間委託の推進 所 管 総務部総務課 

取組内容 

職員の適正配置と民間の雇用創出

と合わせ、積極的な民間委託を検

討する。 

目 標 

人件費の抑制と専門分野について

は民間の積極的な活用により市民

サービスの充実と満足度を高め

る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

制度の研究 先

進事例の検討・

視察 

＜具体的事務＞ 
ＰＦＩ方式の検

討・窓口事務の電算

入力・捕獲犬の管理 

・不法投棄パトロー

ル・子育て支援事業 

・用地買収・現場管

理・道路・河川パト

ロール・下水処理場

包括的管理・図書館

窓口・病院資材供給

管理 

 

対象事務の検討
検討結果による

実施 
推 進 推 進 

進捗状況 
各担当課の進捗

状況による。 

各担当課の進捗

状況による。 

各担当課の進捗

状況による。 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点３ 行政課題 民間委託の推進 

取扱項目 指定管理者制度の導入 所 管 総務部総務課 

取組内容 

公の施設の管理について、指定管

理者制度の趣旨を踏まえ、積極的

に導入を図る。 

目 標 

市民のサービスを更に向上するた

めに、指定管理者制度の導入を図

る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

公の施設の管理方

針の検討・決定。指

定管理者に関する

条例制定及び関係

条例・規則の改正。

(対象施設１８施

設) 

18 施設につい

て実施 

他の施設につい

ても導入検討 

ＣＡＴＶ施設につ

いては、利用料金制

度を導入 

推 進 推 進 

進捗状況 

Ｈ17.12 月議会にお

いて指定管理者手

続き条例可決、Ｈ

18.2 月議会におい

て公の施設管理条

例の一部改正及び

18 施設の指定管理

者の指定の議決。平

成 18 年度より指定

管理者として 18 施

設の管理運営をす

る。指定管理者制度

の趣旨にのっとり

市民が利用しやす

く満足度の上がる

サービス体制を図

る。 

ＣＡＴＶ施設 

市民プール 

市民会館 

文化会館 

浜岡総合運動場 

御前崎運動場 

海洋センター 

白浜防災センター 

下岬防災センター 

老人福祉センター 

児童館 

ふれあい福祉セン

ター 

池新田ディサービ

スセンター 

佐倉ディサービス

センター 

西側やすらぎセン

ター 

薄原いきいきセン

ター 

つばきの家 

あらさわ公園 

ＣＡＴＶ施設に

ついて、料金制度

を導入。 

 

女岩コミュニテ

ィ防災センター

に、指定管理者制

度を導入。 

  

特記事項 
検討対象施設 

観光物産会館・保健センター・各種公園・市営住宅 
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点４ 行政課題 定員管理の適正化 

取扱項目 定員適正化計画の策定 所 管 総務部総務課 

取組内容 

事務事業の整理統合、民間委託などを

総合的に考慮した新たな定員適正化

計画を策定し、平成 17 年 4 月 1 日現

在の 677 人から平成 22 年 4 月 1 日の

時点で650人以下(3.99%)に削減する。

目 標 適正な定員管理に努める 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 御前崎市全体の

定員適正化計画

を策定 

実  施 実  施 実  施 

平成 17年 4月 1

日現在の677人か

ら平成22年4月1

日の時点で650人

以下(3.99%)に削

減する。 

進捗状況 

御前崎市全体の

職員数（H17.4.1） 

677 人 

一般行政職 218 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 343 

御前崎市全体の

職員数（H18.4.1）

661 人 

一般行政職 220 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 325 

御前崎市全体の

職員数（H19.4.1）

631 人 

一般行政職 217 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 298 

御前崎市全体の

職員数（H20.4.1）

612 人 

一般行政職 224 

教育行政  93 

その他    9 

公営企業 286 

 

増減率▲9.6％ 

進捗率 240.7％ 

 

特記事項 

区  分 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H22.4.1 

H17～H22 ま

での純減率及

び削減額 

職員合計 700 678 677 650 3.99% 

前年比較 － －22 －1 －27 －197,343 千円

合併時からの削減率は 7.14% 
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点 5 行政課題 給与の適正化 

取扱項目 職員給与の適正化 所 管 総務部総務課 

取組内容 

職員の給与は国家公務員の制度を準

用し、給与の適正化に努める。時間外

手当の抑制と特殊勤務手当等の見直

しを図る。 

目 標 人件費の削減を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

時間外手当 

検討(平成17年度

一般会計当初予

算額60,439千円) 

※参考平成 16 年

度決算額 73,968

千円 

実施(平成18年度

一般会計当初予

算額67,180千円)

実施(平成19年度

一般会計当初予

算額67,488千円)

実施(平成20年度

一般会計当初予

算額64,960千円)

実施(平成22年度

一般会計当初予

算 目 標 数 値

54,000 千円) 

特殊勤務手当 

待機手当、救急特

別手当、総合保健

センター勤務手

当、高所作業手

当、トンネル内作

業手当、爆発物処

理作業手当及び

しせつの管理に

従事する職員の

特殊勤務手当を

廃止する。 

削減見込み額 

 

 

 

 

 

 

実  施 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

55 歳を超える職員

の昇給抑制 

人事院勧告によ

り実施。 

実  施 実  施 実  施 推  進 

行動計画 

退職時の特別昇給 

廃  止 

(H18.1.1) 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

現在支出してい

る待機手当・救急

特別手当につい

ては、H18.4.1 よ

り廃止し、他の手

当については支

給実績はない。 

平成 18 年度時間

外手当実績額 

46,533 千円

平成 19 年度時間

外手当実績額 

50,402 千円

  

特記事項  
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点６ 行政課題 経費節減の財政効果 

取扱項目 行政評価システムの導入 所 管 総務部総務課 

取組内容 
効率ある財政運営と事務事業の市民

への説明責任を果たすために事務事

業評価を実施し、政策へ反映させる。
目 標 

事務事業評価により、将来政策に合致

するもの、効果のあるもの、市民の満

足度の高いものを選別をし、事業展開

を行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

事務事業(政策)

評価システムの

構築と職員への

意識改革を含め

た研修の実施 

具体的内容 

補助金調書、使用

料・手数料調書に

より適正負担・適

正なサービスを

検証 

事務事業評価の

実施 

 

 

 

総合計画の実施

計画による行政

評価の検討 

推  進 政策評価の実施 推  進 

進捗状況 

事務事業評価調

書の検討と業務

改善提案制度の

案の検討を行っ

た。平成 18 年度

より実施予定。 

8 月に事務事業評

価及び補助金調

書を作成。 

事業 98本 

補助金 132 本 

係長職の職員を

対象に、政策評価

研修会を実施。 

  

特記事項 サンセット方式と併行し、平成１８年度から３年毎に見直しを行う。 
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点７ 行政課題 経費節減の財政効果 

取扱項目 庁内ペーパーレス化の徹底 所 管 総務部総務課 

取組内容 

市役所内部や出先機関、職員相互等の

伝達や連絡等にはグループウェア(デ

スクネッツ)のインフォメーションや

メールを利用し、紙文書やメモ書きを

省略して用紙代及びコピー代の経費

を削減する。またどうしても印刷が必

要なものについては両面コピーを実

施して用紙の使用枚数を半減し、庁内

経費を削減するとともに資源の有効

利用に努める。 

目 標 

平成17年度にグループウェア(デスク

ネッツ)を使って頻繁に広報し、徹底

に努める。文書管理システムの構築を

早急に図り、LGWAN と併せてペーパー

レス化及び電子決済を検討する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
頻繁に広報し、徹

底に努める。先進

地の事例研究や

視察、制度の研

究。 

要綱等の検討 

 

財務会計システ

ムのペーパーレ

ス化及び文書管

理のペーパーレ

ス化の検討 

要綱等の制定 推  進 推  進 

進捗状況 

牧之原市において

合併時からペーパ

ーレス会計を実施

しており、また

H18.4 月より文書管

理システムを始め

ており状況視察を

H18 年中に行う予

定。平成 17 年度実

績枚数 

本庁舎 

2,767,000 枚 

教育会館 

611,000 枚 

計 3,378,000 枚 

19.3.7 現在 

Ａ4換算使用枚数

本庁舎 

3,604,500 枚 

教育会館 

824,000 枚 

計 4,428,500 枚

平成 19年度実績

Ａ4換算使用枚数

本庁舎 

2,815,000 枚 

教育会館 

450,000 枚 

計 3,265,000 枚

  

特記事項 

平成 16年度紙使用量 A4 換算による使用枚数(年間)3,640,000 枚 

平成 17年度紙使用量見込み 3,525,000 枚 

平成 21年度削減目標 10%減 
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行政改革行動計画(重点項目) 

 

整理番号 重点８ 行政課題 第三セクターの見直し 

取扱項目 第三セクターの見直し 所 管 総務部総務課 

取組内容 

新規設立については、十分調査・研究をし、

PFI 方式や指定管理者制度などを視野に入

れ、安易に設立しないように検討する。既

存の第三セクターについては、経営状況を

常に把握し、ぎようせいの責任分野を逸脱

しないよう、統廃合を含めて検討する。 

目 標 
行政の役割・関与の度合い・責任分野を見

極め、売却・廃止を視野に入れ、常に経営

状況を把握する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

法  人  名 業 務 内 容 出資割合
法人形

態 

出資金額 ( 千

円) 

御前崎市振興公社 市民プール、市民会館等の管理 100% 財団 100,000

御前崎ケーブルテレビ ケーブルテレビの運営 29.1% 株式 16,000

グランパークあらさわ 農畜産物の製造販売 50% 有限 1,500

御前崎まちづくり㈱ 海鮮物販売施設の運営 77.8% 株式 70,000

㈱御前崎港運 港湾関連資材の運送業 42.7% 株式 23,500

静岡総合研究機構 受託調査研究、人材育成 0.02% 財団 268

静岡県文化財団 芸術文化の振興 0.1% 財団 888

静岡県国際交流協会 国際交流の推進 0.1% 財団 888

静岡県グリーンバンク 森林の保全、緑化の推進 0.01% 財団 90

静岡県緑化推進協会 森林の保全、緑化の推進 0.2% 財団 230

静岡県林業会議所 山林の保全、緑化の推進 0.2% 財団 200

静岡県腎臓バンク 静岡県腎臓バンクの推進 0.1% 財団 240

しずおかけん健康長寿財団 高齢者の健康保持、増進の推進 0.2% 財団 660

障害者スポーツ協会 障害者スポーツの推進・振興 0.2% 財団 240

勤労者信用基金協会 勤労者の福利厚生事業 0.02% 財団 1,183

農業振興公社 農業の振興 0.006% 財団 15

静岡県畜産協会 畜産業の推進 1% 財団 6,977

牧之原総合開発㈱ 工業団地の開発 4.2% 株式 6,000

御前崎埠頭㈱ 港湾関連資材の管理業 8.3% 株式 5,000

暴力追放運動推進センター 暴力追放・銃器根絶活動の推進 0.1% 財団 930

青少年会館 青少年会館の維持管理 0.05% 財団 120 

行動計画 

行政の関与・責任の度合い・投資効果等総合的に勘案し、随時見直しを図る。殊に赤字法人に関し

ては直ちに対応策を図る。現在の赤字法人は、牧之原総合開発株式会社のみである。 

進捗状況 

第三セクターの加

入については、設立

経緯等を勘案の上

検討すべきである

が、赤字法人である

「牧之原総合開発

株式会社について

は、今後の経営方針

や対策について慎

重に協議する必要

がある。 

特に見直しはなし。

牧之原総合開発株

式会社については、

用地売却後、債務処

理を含めて、存廃を

検討することにな

っている。 

牧之原総合開発株

式会社解散 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の見直し 

取扱項目 福祉タクシー券助成事業の見直し 所 管 市民部福祉課 

取組内容 
福祉バス・福祉タクシー検討委員会の

提言を受けて見直しの検討 
目 標 

市民ニーズにあった交通弱者対策を

図る 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

検討委員会によ

る検討 

(対象者) 

70 歳以上のもの 

65 歳以上老人医

療受給者 

60 歳以上一人暮

らし 

65 歳以上高齢者

世帯 

要介護・要認定者 

身障 1.2.3 級 

療育手帳 A 

精神手帳 1級 

平成 16年度実績 

26,930 千円 

検討提言を受け

て対応準備(対象

者の検討) 

市内循環バスの

検討・試験運行等

庁舎内検討委員

会の意見を踏ま

え、自主運行バス

開始に伴い対象

者及び補助額の

見直し検討 

改正要綱施行 

実  施 
推  進 

進捗状況 

平成 17 年 6 月よ

り5回の検討委員

会を開催し、報告

がなされた。 

(提言) 

福祉タクシー券

は検討委員会の

意見を参考に 18

年度中に実務関

係者等で新たな

制度実施に向け

て進めてほしい。 

福祉バスは「福祉

バス」という視点

ではなく「コミュ

ニティバス」の検

討が望ましい。 

(実績) 

24,637,650 円 

検討委員会等

の意見を踏まえ

庁舎内検討委員

会で福祉タクシ

ー券の見直しを

行った。 

 

お迎え料金と定

額料金(初乗り運

賃を基準)を補助

する。利用方法は

お迎えを含む定

額料金で最高3枚

まで使用可能と

する。 

対象者は従来ど

おり。 

交付枚数は 36 枚

とする。 

平成 19 年 3 月に

要綱改正。4 月施

行。 

自主運行バス開

始に伴い対象者

及び補助額につ

いて見直しを行

った。 

(対象者) 

70 歳以上の者を

75 歳以上の者に

変更（毎年 1歳ず

つ引き上げるよ

う経過措置） 

65 歳以上老人医

療受給者、60歳以

上一人暮らし、65

歳以上高齢者世

帯を除いた。 

(補助額) 

お迎え料金と、1

枚500円の定額券

とした。 

平成 20 年 3 月要

綱改正、4月施行

  

特記事項 福祉循環バスとの関連あり 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の効率化、重点化 

取扱項目 総合維持管理体制の確立 所 管 事業部商工観光課 

取組内容 

県との管理協定に基づいた管理運営

について、マリンパーク内の施設整備

を行うとともに全体の管理運営組織

を確定する。 

目 標 施設整備と管理運営母体の決定 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

県と受託に関す

る協議を行うと

ともに管理体制

及び維持に関す

る検討を行う。 

平成 17 年度当初

予算額 

23,664 千円 

県の行政財産で

ある大規模公共

施設を地元市が

管理する従来の

考え方を抜本的

に見直す方向で

検討する。他県の

状況等を調査。 

管理協定に基づ

き、収益事業を展

開するための動

向調査を行いな

がら、管理運営組

織の検討をする。

実  施 実  施 

進捗状況 

管理区域の変更

と管理協定の見

直しと県と協議

中 

管理体制の抜本

的改革を前提に

した調査研究を

実施した。 

収益事業のひと

つとして、ｵｰﾄｷｬﾝ

ﾌﾟ場の運営を、観

光協会が実施可

能かどうか、試験

的に運営を開始

した。 

  

特記事項 
大規模な公共施設の維持管理について、県と地元との関与の度合い、役割分担、責任分野、将来に

向けての活用方法等協議する必要がある。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の効率化、重点化 

取扱項目 臨時職員の整理・合理化について 所 管 事業部総務課 

取組内容 

地方公務員法の規定に基づいた雇用

形態に改善するとともに、事務委託方

式や人材派遣方式などを検討し、事務

の効率化、合理化を図る。 

目 標 
事務の効率化 

 

人件費の削減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 運用・雇用形態の

見直し 

(人材派遣会社へ

の委託検討) 

運用・雇用形態の

見直し 

(人材派遣会社へ

の委託検討) 

臨時職員任用規

程を見直し、任用

区分と任用期間

を明確にする。 

推  進 推  進 

進捗状況 

税務課確定申告

時において、試験

的に人材派遣会

社を活用した。 

税務課確定申告

時において、人材

派遣会社を活用

した。 

任用区分と任用

期間を明確にし、

1 年を超える任用

の場合、週 30 時

間未満の任用と

した。 

H20 年度より給食

センター業務一

部委託に伴い、臨

時職員配置先に

再配置する。 

  

特記事項 

H17（ 人）⇒H18（ 人）⇒H19（183 人） 

≪平成 20年 4月 1日現在常勤の臨時職員≫ 

企画調整課 2人、市民課 1人、福祉課 1人 高齢者介護課 1人、教育総務課 1人、学校教育課 1人、

社会教育課 1人、浜中 2人、池幼 1人、佐幼 1人、白幼 1人、浜保 7人、佐保 7人、御保 4人、白

保 6人、図書館 1人、公民館 8人 合計 46人 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の効率化、重点化 

取扱項目 
公用車の適切な運用と庁舎外出用原

付の導入 
所 管 事業部建設課 

取組内容 

現在公用車は課付けの車と総務課集

中管理車に分かれているが、完全に使

用中で台数が不足するときがある。使

用内容は様々あるが、中には課付けの

車がないため、緊急の際のために使用

できるように常時予約が入っていた

り、ごく近い現場の立会いや現場確認

へ赴くために使用していることがよ

くある。公用車の運用管理を適切に行

うことは勿論であるが、原付を何台か

購入し、これらを使用することで足り

る外出へ用いることにより、公用車を

本当に必要とする業務へ車を回し易

くなる。 

目 標 公用車の適切な運用及び原付の導入 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
運用見直し 

購入の予算措置 
購入、運用開始 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

検討中（平成 18

年度予算への計

上なし） 

原付自転車につ

いては利用価値

を再検討する。 

建設課の場合、外出

先の多くが住民か

らの各種要望事項

や現場打合せ等が

その大部分を占め

ており、極力単独に

て行動をしないほ

うがよいと思われ

る業務が多いため、

原付については見

直しのうえ、導入中

止としたい。 

検討結果、導入中

止とする。 
  

特記事項 集中管理車 本庁 13台 支所については教育総務課が管理 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の効率化、重点化 

取扱項目 都市計画道路の計画的な整備 所 管 事業部都市計画課 

取組内容 

市管理の都市計画道路については6路

線中 3路線が整備を完了し、残り 3路

線についても 50%の進捗率であるが、

財源的にも厳しく、完了時期が不明確

であるため、財源計画と整合性のある

道路整備プログラムを策定し、完成目

標を定めた計画的整備を行う。 

目 標 計画的・効率的な道路整備の推進 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

庁内関係各課を

交えて検討 

全路線計画延長 

8,620ｍ 

未整備延長 

3路線 2,146ｍ 

進捗率 75% 

都市計画道路整

備プログラムの

策定 

都市計画道路整

備プログラムの

策定 

推  進 推  進 

進捗状況 

平成 18 年度実施

の道路整備計画

策定事業の中で

都市計画整備プ

ログラム策定業

務を行うことと

し、準備作業とし

て資料収集整理

について業務委

託を行う。 

道路整備計画策

定事業の中で都

市計画整備プロ

グラム策定業務

を行っており、内

容のまとめに入

っている。 

道路整備計画策

定事業の中で都

市計画整備プロ

グラムの策定を

取りまとめた。 

  

特記事項 
建設課策定予定の道路整備計画との整合性必要 

総務課策定予定の財政計画との整合性必要 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）① 行政課題 事務事業の効率化、重点化 

取扱項目 社会教育学級の見直し 所 管 教育部社会教育課 

取組内容 

社会教育課所管の各種社会教育学級

の活動については、一律定額補助金と

いう形で支援し、各学級の裁量にまか

せているがそれぞれの学級の目的を

明確にすることから社会教育課の関

与の度合いを高める。 

目 標 
社会教育事業の体系化 

補助金の縮小することにより充実し

た学級活動となる 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 家庭教育学級の

分離、直営化の検

討 

家庭教育学級の

分離、直営化の実

施 

 

高齢者学級の分

離、直営化の検討

高齢者学級の分

離、直営化の実施

 

成人教育学級の

分離、直営化の検

討 

成人教育学級の

分離、直営化の実

施 

推  進 

進捗状況 
平成 18 年度より

実施すべく、説明

会を実施した。 

家庭教育学級は、

分離、補助制度を

廃止し、直営化と

した。高齢者学級

は、平成 19 年度

より実施すべく、

説明会を実施し

た。 

高齢者学級は、分

離、補助制度を廃

止し、直営化とし

た。成人教育学級

は、平成 20 年度

より実施すべく、

説明会を実施し

た。 

  

特記事項 

平成 17年度 家庭教育学級 14学級 高齢者学級 10学級  

成人教育学級 33学級（成人学級 20学級・女性学級７学級・青少年学級６学級） 

計 57 学級 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）② 行政課題 経費の節減 

取扱項目 時間外勤務手当の削減 所 管 総務部総務課 

取組内容 
民間委託の推進や職員の適正配置を

図り、給料に対する時間外手当の平成

22年度における割合を6%以内にする。
目 標 

職員の健康管理及び人件費の削減を

図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

検討(平成17年度

一般会計当初予

算額60,439千円) 

※参考平成 16 年

度決算額 73,968

千円 

実施(平成18年度

一般会計当初予

算額67,180千円)

実施(平成19年度

一般会計当初予

算額67,488千円)

実施(平成20年度

一般会計当初予

算額64,960千円)

実施(平成22年度

一般会計当初予

算 目 標 数 値

54,000 千円) 

進捗状況 

平成 17 年度一般

会計時間外手当

実績額 

57,489,466 円 

(4/18 把握数値) 

平成 18 年度時間

外手当実績額 

46,533 千円

平成 19 年度時間

外手当実績額 

50,402 千円

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）② 行政課題 経費の節減 

取扱項目 庁内ペーパーレス化の徹底 所 管 総務部総務課 

取組内容 

市役所内部や出先機関、職員相互等の

伝達や連絡等にはグループウェア(デ

スクネッツ)のインフォメーションや

メールを利用し、紙文書やメモ書きを

省略して用紙代及びコピー代の経費

を削減する。またどうしても印刷が必

要なものについては両面コピーを実

施して用紙の使用枚数を半減し、庁内

経費を削減するとともに資源の有効

利用に努める。 

目 標 

平成17年度にグループウェア(デスク

ネッツ)を使って頻繁に広報し、徹底

に努める。文書管理システムの構築を

早急に図り、LGWAN と併せてペーパー

レス化及び電子決済を検討する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 行動計画 平成 17 年度 

行動計画 
頻繁に広報し、徹

底に努める。先進

地の事例研究や

視察、制度の研

究。 

要綱等の検討 

 

財務会計システ

ムのペーパーレ

ス化及び文書管

理のペーパーレ

ス化の検討 

要綱等の制定 推  進 推  進 

進捗状況 

牧之原市において

合併時からペーパ

ーレス会計を実施

しており、また

H18.4 月より文書管

理システムを始め

ており状況視察を

H18 年中に行う予

定。平成 17 年度実

績枚数 

本庁舎 

2,767,000 枚 

教育会館 

611,000 枚 

計 3,378,000 枚 

19.3.7 現在 

Ａ4換算使用枚数

本庁舎 

3,604,500 枚 

教育会館 

824,000 枚 

計 4,428,500 枚

平成 19年度実績

Ａ4換算使用枚数

本庁舎 

2,815,000 枚 

教育会館 

450,000 枚 

計 3,265,000 枚

  

特記事項 

平成 16年度紙使用量 A4 換算による使用枚数(年間)3,640,000 枚 

平成 17年度紙使用量見込み 3,525,000 枚 

平成 21年度削減目標 10%減 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）② 行政課題 経費の節減 

取扱項目 未利用土地の普通財産の処分(土地) 所 管 総務部総務課 

取組内容 
未利用の普通財産である土地の有効

活用を図るために譲渡などの検討を

行う。 
目 標 資産の有効活用と管理費の節減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

未利用土地の調

査 

平成 16 年度決算

統計数値 

(対象土地) 

宅地 37,259 ㎡ 

公有財産管理シ

ステム導入によ

り対象土地の現

況の把握 

具体的な処分方

法等検討(譲渡・

貸付等) 

実  施 推  進 

進捗状況 

平成 18 年度に導

入する「公有財産

管理システム」に

おいて対象土地

を絞り込むこと

とする。(宅地・

雑種地・山林) 

19.3 末に公有財

産(土地・建物)の

データ入力完了。

「普通財産貸付

取扱要綱」制定。

譲渡（払下）につ

いては未実施。 

  

特記事項 平成 21年度までに対象土地の 10%を処分目標とする。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）② 行政課題 経費の節減 

取扱項目 
要望事業の整理と客観的判断基準の

作成 
所 管 事業部建設課 

取組内容 

市内各地区の整備水準の均一化を図

ることは当面の課題であるが、各地区

から上げられる要望書の内容とは必

ずしも一致していない状況である。今

後は整備水準の平準化と投資効果の

向上を図るためにも、客観的な判断基

準となる指数表を整備し、より効果的

な整備を図る。またこれにより整備路

線決定までのプロセスが透明化でき

る。 

目 標 投資効果の向上 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
－ 原案の作成 制度の確立 実  施 実  施 

進捗状況 
フローチャート

の検討中 

フローチャート

の検討中 

整備水準の均一

化を図る、判断基

準となる指数表

を整備すること

は単純なもので

はなく、見直しが

考えられる。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）② 行政課題 経費の節減 

取扱項目 
ケーブルテレビのＦＡＸ付き電話の

利用の徹底 
所 管 総務部情報管理課 

取組内容 

市役所及び支所の各部署から市内に

電話する場合の外線「8 発信」を徹底

させる。また出先機関においては特別

な場合を除きケーブルテレビの電話

を利用するように徹底させる。 

またＦＡＸの送信についてもケーブ

ルテレビのＦＡＸを利用するように

徹底し、庁内経費を削減する。 

目 標 電信電話料の削減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
頻繁に広報し、徹

底に努める。 

デスクネッツの

インフォメーシ

ョンに掲載する

とともに、各課

長、課宛にメール

送信して、利用の

徹底を広報する。

推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

デスクネッツの

インフォメーシ

ョンに掲載して

職員に広報した。 

8 発信(ケーブル

テレビ)・０発信

(0537 局)・６発信

(0548 局)の徹底

を図った。 

8 発信(ケーブル

テレビ)・０発信

(0537 局)・６発信

(0548 局)の徹底

を図った。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 ＰＦＩ制度導入の検討 所 管 総務部総務課 

取組内容 

民間活力を活かし、行政サービスの向

上と事業機会の創出と雇用の拡大を

図るために、ＰＦＩ制度を検討し、公

共施設の整備に検討する。 

目 標 
公共施設の整備についてＰＦＩ方式

の制度に適用できるか検討する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 制度の研究 

 

先 進 事 例 の 検

討・視察 

対象施設の選定 検  討 実  施 実  施 

進捗状況 

平成 17 年度には

該当するような

事例はない。 

当市においてＰ

ＦＩ手法が取り

入れられるか研

修が必要であっ

た。具体的な行動

はない。 

対象事業該当な

し。 

対象事業該当な

し。 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 市民課業務の民間委託 所 管 市民部市民課 

取組内容 
戸籍・住民民基本台帳・外国人登録事

務の電算入力業務の民間委託の実施 
目 標 

窓口業務における各種電算システム

への入力についてアウトソーシング

の導入 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

調査・検討 

 

戸籍届出件数 

1,813 件（Ｈ16） 

住基届出件数見

込 

9,133 件（Ｈ17） 

外国人登録見込 

4,074 件（Ｈ17） 

実 施 準 備 取り止め   

進捗状況 

民間委託による

専門人員の常駐

によってコスト

の削減が可能か、

また個人情報保

護等法的に可能

か調査中である。 

①定型的で大量

な入力業務では

なく専門的で少

量 ②部分的な

工程でチェック

が必要 ③個人

情報の保護 等

の点から現時点

では委託は困難

と思われ再検討

が必要。 

電算入力業務を

予定していたが、

入力作業に伴う

部分的な工程で

チェックが必要

になるためコス

トの削減につな

がらないと判断

した。 

  

特記事項 

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律第３４条の規定により窓口業務

の民間委託が可能となったが、公証行為ができないため一連の窓口業務を委託するこ

とは現実には無理がある。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 現場事業の民間委託 所 管 市民部市民課生活環境室 

取組内容 

現在委託をしている小動物の死骸処

理に加えて、保護犬の引き取り及び世

話を併せて民間委託する。（夜間・休

日委託）なお、放浪犬については市役

所にて対応する。 

目 標 
夜間・休日業務を委託することにより

職員の時間外手当を削減するととも

に 24時間無休での対応ができる。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

検討 

（平成 17 年度動

物死骸処理業務

委託料 

当初予算額 

1,824 千円） 

動物死骸処理他

業務委託料 

当初予算額 

2,454 千円 

動物死骸処理他

業務委託料 

当初予算額 

2,454 千円 

動物死骸処理他

業務委託料 

当初予算額 

2,454 千円 

推  進 

進捗状況 

動物死骸処理業

務委託料決算額 

1,704 千円 

 

猫 264 件 

犬 8件 

狸 94件 

ハクビシン 23件 

鳥 24件 

他 7件 

合計 420 件 

動物死骸処理業

務他委託料決算

額 2,089,000 円 

 

猫 279 件 

犬 3件 

狸 86件 

ハクビシン 18件

小動物 1件 

他 39件 

合計 426 件 

世話 70件 

保護収容 30件 

出動 39件 

返却 4件 

休日の迷い犬の

引取管理まで委

託する事により

職員の時間外手

当が削減された。

動物死骸処理業

務他委託料決算

額 2,252,500 円 

 

猫 276 件 

犬 7件 

狸 92件 

ハクビシン 15件

小動物 11件 

他 18件 

合計 419件 

世話 75件 

保護収容 35件 

出動 38件 

返却 12件 

休日の迷い犬の

引取管理まで委

託する事により

職員の時間外手

当が削減された。

  

特記事項 
死骸処理・休日夜間の迷い犬引取り搬送・保護犬の休日管理・負傷動物の搬送 

（1頭の処理時間約 1時間） 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 現場事業の民間委託 所 管 市民部市民課生活環境室 

取組内容 

近隣市町で既に実施している、ごみの

不法投棄パトロール、収集、運搬につ

いて一部民間委託する。また、保全セ

ンターにおけるビンの再洗浄作業に

ついても民間委託する。 

目 標 
国でも推進している民間でできるこ

とは民間での考えに基づき、現場業務

の一部を民間に委託する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 近隣市町の状況

把握 

業務量の検討 

不法投棄ごみパ

トロール及び処

分業務委託料 

当初予算額 

1,000 千円 

不法投棄ごみパ

トロール及び処

分業務委託料 

当初予算額 

1,000 千円 

不法投棄ごみパ

トロール及び処

分業務委託料 

当初予算額 

1,000 千円 

推  進 

進捗状況 未 着 手 

決算額(7月～) 

503,700 円

週２回、半日２名

による市内巡回

ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施。 

不法投棄現場処

理作業（連絡、官

地の迅速なゴミ

処理、撤去がおこ

なわれた。） 

ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ活動のﾋﾞ

ﾝの洗浄を行うこ

とによりﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ

団体との連携、推

進ができた。 

住民への広報活

動、意識高揚、啓

発ができた。 

決算額 

721,418 円

週２回、半日２名

による市内巡回

ﾊﾟﾄﾛｰﾙを実施。 

不法投棄現場処

理作業（連絡、官

地の迅速なゴミ

処理、撤去がおこ

なわれた。） 

また、報告書によ

り不法投棄ﾏｯﾌﾟ

を作成し総務委

員に配布し、各町

内会へのごみに

関する意識高揚、

啓発ができ、今後

協働という型で

官民一体となり

対処していきた

い。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 福祉事業の民間委託検討 所 管 市民部福祉課 

取組内容 
子育て支援事業、障害者（児）支援事

業等の民間委託の検討 
目 標 柔軟で効率的な事業の展開を図る 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

現状把握・将来予

測 

子育て支援事業

対象者 

150 人 

障害者（児）0人 

委託の可否決定 検  討 検討継続 推  進 

進捗状況 

障害児を対象と

した子育て支援

事業の実施に向

けて検討会（障害

児の保護者、社会

福祉協議会、社会

福祉課）の実施 

実績額 

13,030,947 円 

放課後児童ｸﾗﾌﾞ

は校内の施設を

利用している点

や委託できる団

体が存在しない

等の理由で民間

委託は困難。今後

も継続して検討

が必要。 

放課後児童ｸﾗﾌﾞ

及び事業を開始

した心身障害児

学童保育の民間

委託について、検

討を継続 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 事務事業の民間委託 所 管 事業部建設課 

取組内容 

現在各事業の推進にあたっては①事

業計画の作成②予算計上③用地買収

④設計書作成⑤工事発注⑥現場管理

等であるが、この中で民間委託できる

ものとして、用地買収、現場管理等が

可能と考えられるが、更に検討を加え

ればこれ以外の業務でも可能と考え

られるために、今後は積極的な検討を

推進する。 

目 標 民間委託の推進と人員削減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 用地買収実績 

平成 17年度 

41 件 

22,195,399 円 

原案の作成 
検討委員会の設

置・協議 

実施計画書の作

成 
実  施 

進捗状況 検 討 中 
静岡県管理公社

の活用を検討中

静岡県管理公社

が平成２０年3月

をもって解散さ

れたので、再検討

する。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 道路、河川のパトロール委託 所 管 事業部建設課 

取組内容 

道路、河川のパトロールについては、

毎月2地区ずつローテーションを組ん

で実施しているが、市内全体では 8地

区にあたるために、1 地区あたり年間

3 回しか実施できないでいる。また道

路に重点をおいているため河川の点

検が後回しになる傾向にある。従って

住民の中からパトロール隊員を選任

し、日常的な管理を更にきめ細やかに

すべく強化を図る。 

目 標 道水路施設の管理の強化 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
運用の検討 制度の確立 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

作業分担のため

用途地区内を都

市計画課にパト

ロール実施して

もらい、全体的に

きめ細かいパト

ロールができる

ようになった。 

管理の充実を図

るため、用途区域

については都市

計画課にパトロ

ールを移管し、毎

月実施した。 

また、他の地区は

これに伴い、一部

を除き年3回の実

施とした。 

建設課・都市計画

課において管理

強化を実施中 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 給食センターの統合・民間委託 所 管 教育部 学校給食センター 

取組内容 

御前崎・浜岡学校給食共同調理上

の統合或いは民間委託(部分委託

を含めて)の検討 

目 標 
人件費の抑制と経費節減に併せて

学校給食の充実を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

現状把握、将来予測

平成 17 年度当初予

算額人件費 124,476

千円御前崎給食セ

ンター管理運営費

83,693 千円、浜岡給

食センター管理運

営費 147,894 千円  

庁舎内組織を設

け検討 

統合・民間委託

(部分委託)の可

否の決定 

実 施 推 進 

進捗状況 

近隣市町の民間

委託について、

状況調査を行っ

た。 

学校関係者を含

む庁内の検討委

員会（13名）組

織を立ち上げ、

先進地視察や 5

回の委員会を開

催し、報告書を

作成した。 

報告書に基づき

調理・配送部門

を民間委託する

ための業者を決

定した。 

民間委託開始  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）③ 行政課題 民間活力の活用 

取扱項目 
窓口業務（貸出、返却、配架）の

委託化 
所 管 教育部図書館 

取組内容 

現在、施設管理については民間業者に

委託しているが窓口業務についても

委託可能か住民へのサービス面も踏

まえて検討する。 

目 標 
民間委託に伴う費用対効果の検討の

うえ、人件費の削減を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 委託先、委託費

用、委託範囲、責

任分担等の検討 

委託先、委託費

用、委託範囲、責

任分担等の検討 

委託先、委託費

用、委託範囲、責

任 分 担 等 の 検

討・決定 

実施（正規職員 1

人削減見込） 
推  進 

進捗状況 

静岡県立中央図

書館のネットワ

ークを利用し、既

に実施済の図書

館の調査中。 

導入済み図書館

の実態調査を実

施後、現体制の中

で業務改善を行

い正規職員1名の

削減。 

 

行革により、月給

制の非常勤職員

を外部委託より

安価な、時間給制

の臨時職員に実

施済 

実施済 実施済 

特記事項 
 窓口業務について、住民へのサービス面も踏まえて委託可能か検討した結果、時間給

の非常勤職員の活用により、経費削減を図り、対応していくことに決定した。 



 - 29 -

行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）④ 行政課題 地域協働の推進 

取扱項目 
小規模工事・修繕等の市民、地元自治

会の実施 
所 管 事業部建設課 

取組内容 
小規模な工事・修繕等について、地元

施工にて可能となる組織体制作りを

支援する。 
目 標 

地元工事必要箇所の把握と低コスト

化の推進。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 実施箇所の分析 

 

運用箇所の検討 

試験的実施 実  施 

推  進 

 

年間目標 10～20

件 

推  進 

進捗状況 検 討 中 

地元施工につい

ての組織体制作

りの支援につい

ては、再検討中。

地元施工につい

ては、推進中であ

る。しかし、組織

体制作りの支援

については、人材

の確保等が難し

く、引き続き検討

を要する。 

  

特記事項 
受益者が限定される小規模な道路や排水路の工事・修繕について、地元施工にて実施。

そのうち農道については、平成１８年度「御前崎市農道整備要綱」を作成。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）④ 行政課題 地域協働の推進 

取扱項目 各種団体自立化の推進 所 管 教育部社会教育課 

取組内容 

社会教育課所管の各種団体の設立目

的や事業内容の点検を行い、市からの

財政的・人的援助を受けることなく、

自立経営ができる基盤の確立に努め

る。 

目 標 
自主事業の指導 

ＮＰＯ化の推進 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
調査・研究 協会と協議・検討

協会との協議・実

施に向けての検

討 

協会との協議・実

施に向けての検

討 

実  施 

進捗状況 

文化協会につい

ては、専任事務を

置き、自立した活

動をしている。体

育協会について

は、自立に向けた

原案を示した。 

体育協会との協

議を進めている

が、その前段階と

して、地域スポー

ツクラブ（御前崎

マリンスポーツ

クラブ）を立ち上

げた。 

御前崎マリンス

ポーツクラブの

活動支援ととも

に、体育協会を取

り込んだ総合型

地域スポーツク

ラブの検討を行

った。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）⑤ 行政課題 行政サービスと負担の公平化 

取扱項目 市単独の扶助費の見直し 所 管 市民部福祉課 

取組内容 
民生委員等の意見を聴取し、総合的に

検討 
目 標 金額の適正化と基準の見直し 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

現状把握・将来予測 

平成 17年度予算額 

障害者扶助費 

3,180 千円 

ねたきり等介護扶

助費 12,000 千円 

ひとりぐらし老人 

3,900 千円 

父子 260 千円 

民生児童委員の

意見聴取 

制度改正の検討 

実  施 推  進 推  進 

進捗状況 

民生委員・児童委

員協議会理事会

（審査会）で一世

帯の重複の見直

し検討（寝たきり

等介護扶助費と

ねたきり老人や

重度障害者等の

重複について） 

民生委員・児童委

員協議会の検討

結果を踏まえ、類

似扶助費の整理

及び対象年齢の

見直し等を行っ

た。要綱を改正

し、平成 19 年度

から施行する。 

改正要綱施行 

実  施 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）⑤ 行政課題 行政サービスと負担の公平化 

取扱項目 受益者負担金制度の創設 所 管 事業部建設課 

取組内容 

受益者が限定される小規模な道路や

用排水路の新設改良にあたって、受益

者負担金制度を創設するために、内部

での意見集約と市民との合意形成を

図る。 

目 標 適正範囲内での受益者負担金の徴収 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
原案の作成 

原案の再考と市

民との合意形成

を図る 

条例による制度

化 
実  施 推  進 

進捗状況 検 討 中 

受益者が限定さ

れる小規模な道

路や用排水路の

工事・修繕につい

て、地元施工にて

実施。そのうち農

道については、

「御前崎市農道

整備要綱」を作

成。 

これ以外の市道、

その他道路の取

り扱いについて

は今後の検討と

する。 

その他の道路水

路の取り扱いに

ついては、受益者

負担金制度の創

設は困難である。

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（A）⑤ 行政課題 行政サービスと負担の公平化 

取扱項目 使用料及び減免措置の見直し 所 管 教育部社会教育課 

取組内容 

使用料の見直しを行うとともに、減免

規定に基づき減免を実施している施

設について、統一した減免内容とす

る。内容については、減免団体及び対

象行事内容等を明確にし、公平性の確

保を図る。（公民館・市民会館・文化

会館・総合運動場） 

目 標 
適正な施設利用料と公平な減免措置

の確立 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 使用料の検討及

び減免団体の整

理 

使用料の検討及

び減免内容の整

理 

使用料の検討及

び減免内容の整

理 

実施及び検討 推  進 

進捗状況 
減免対象の団体

等の見直し資料

を作成した。 

公民館は、館長会

議等を通じて検

討をした。市民会

館等は、資料作成

をしたところで

あり、平成 19 年

度検討をしてい

く。実施について

は、歩調をあわせ

ていく予定であ

る。 

公民館は、平成 20

年度より実施す

べく、館長会議等

を通じて検討し、

条例改正を行っ

た。市民会館等に

ついては、近隣市

の状況を把握し、

検討を行った。 

  

特記事項 

平成 17年度 12月までの状況 利用件数 免除件数 減免件数 免除・減免率

市 民 会 館 186 36 93 69.4% 

文 化 会 館 915 231 564 86.9% 

浜 岡 運 動 場 2,737 1,022 － 37.3% 

御 前 崎 運 動 場 1,039 271 － 26.1% 

海 洋 セ ン タ ー 917 405 89 53.9% 

公 民 館 計 6,732 5,436 353 86.0% 

合 計 12,526 7,401 1,039 67.9% 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 事業指導と補助金の適正化について 所 管 事業部商工観光課 

取組内容 

合併を機に商工会補助金に関して、商

業及び工業の地域振興事業等の見直

し等指導を行うとともに適正な補助

について検討する。 

目 標 適正な補助制度を確立する 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

独立した民間団

体としての組織

編制を行い、部会

による事業内容

について行政指

導を実施すると

ともに補助の適

正化を図る。 

平成 17 年度当初

予算額 

浜岡 20,000 千円 

御前崎 12,000 千

円 

合併を視野に入

れた商工会の組

織・事業等を踏ま

え、適正な補助金

のあり方を検討

する。 

新たな地域振興

事業の取組みと、

合併効果が期待

できる補助制度

を研究する。 

推  進 推  進 

進捗状況 
合併検討会によ

る補助金の調整

検討中 

平成１９年度の

商工会合併に向

けて、適正な補助

金を交付するた

めの検討を実施

した。 

 

商工会が実施す

る、新たな地域振

興事業として、①

ﾎﾟｲﾝﾄｶｰﾄﾞ事業

②地域振興支援

事業 ③求人ｻｲﾄ

構築事業の調査

研究を実施した。

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 事業指導と補助金の適正化について 所 管 事業部商工観光課 

取組内容 

市観光協会補助金及び委託料に関し

て、団体の収益的運営事業等の見直し

や指導を行うとともに適正な補助に

ついて検討する。 

目 標 行政の関与と適正補助の確立 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

独立した民間団

体としての組織

編制を行い、専門

部会による事業

内容について行

政指導を実施す

るとともに補助

の適正化を図る。 

平成 17 年度当初

予算額 

16,000 千円 

会費の見直しを

含め、収益的事業

を積極的に導入

し、独立できる体

制作りを検討す

る。 

収益事業を展開

するための、試行

的な取組みを実

施する。 

推  進 推  進 

進捗状況 
総務・企画運営部

会で収益事業を

検討中 

新年度にオープ

ンを予定してい

るキャンプ場を

収益事業とする

ための調査を実

施した。また適正

な職員数を把握

するための検討

を重ねた。 

ｺﾞｰﾙﾃﾞﾝｳｨｰｸ期間

と夏季の二ヶ月

間、ｵｰﾄｷｬﾝﾌﾟ場の

試験的運営を実

施した。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 
勤労者住宅建設資金貸付制度につ

いて 
所 管 事業部商工観光課 

取組内容 

現行の勤労者住宅建設資金貸付にお

いて協調融資制度預託金制度を改め、

一般財源の効率的な運用を図るため

勤労者融資額の借入金一部を利子補

給制度に移行する。 

目 標 平成 18年度までに実施する 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 利子補給制度検

討 

貸付金額 

61,252 千円 

実  施 

利子 1%分を利子

補給 

平成 18 年度予算

額 2,060 千円 

定住人口の増加

を図るため、借り

入れ枠の拡大等

の見直しを検討

する。 

推  進 推  進 

進捗状況 

市内勤労者住宅

建設資金貸付制

度から利子補給

制度に切替を実

施する。 

借入金 1 件 500

万円以内 

期 間 年利 1%

を 10 年以内 

行動計画に従い

施行し、効率的な

運用を図った。 

 

利用を促進する

ための広報活動

を、労働金庫が中

心とり実施した

が、借り入れ枠に

ついては実績に

応じて決定した。

 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 補助金の見直し 所 管 事業部農林水産課 

取組内容 
具体的な補助基準によって、適正な補

助金の運用を図るとともに、補助金交

付の適否を総合的に判断する。 
目 標 適正な補助金の運用 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

補助金交付基準

の見直し 

平成 17 年度当初

予算 

補助金本数 51本 

78,405 千円 

補助金・助成金の

見直し 
補助金の見直し 推  進 推  進 

進捗状況 

農産畑作振興補

助金 

メロン土壌蒸気

消毒機購入時1台

1,000,000 円補助

を 20%補助に改正

する。 

補助・助成金につ

いて国の制度の

変更及び交付団

体の活動内容等

を検討し平成 19

年度から4本の助

成について廃止

する。 

(廃止額18年ベー

スで 1,300 千円)

農林水産業振興

対策事業費補助

金交付要綱の一

部を改正し、20

項目の補助金を

廃止した。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 補助金の見直し 所 管 事業部建設課 

取組内容 

幹線的な道水路の日常的な維持管理

についてのみ支払っている道水路愛

護補助金は、現在作業の種類ごとに単

価を設定しているが、作業の範囲、難

易度等の実情に応じて金額を見直す。

また市民と行政の協働という観点か

ら今後更にこの制度の対象を拡充し

市民参加による環境美化を推進する。

目 標 適正な補助金制度の運用 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
交付基準の見直

し 
適正交付の実施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

交付基準の見直

し実施 

人工補助から㎡

単価補助（実施面

積）に変更 

交付基準の見直

し実施 

区分に生活道路

を加え、単価見直

し 

市民参加による

環境美化を推進

中 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 補助金の見直し 所 管 事業部都市計画課 

取組内容 

平成 11 年度から防災・緑地の観点か

ら実施している生垣設置の補助事業

については平成 16 年度末で延べ 150

件の利用があり、市民の緑化に対する

意識の高揚が図られていますが、事業

実施以来 6 年を経過するため補助対

象・補助金額・存続期限等要綱の見直

しを行いたい。また住宅の耐震関連補

助金については、県と連携した補助制

度で耐震化を図りたい。 

目 標 適正な補助金制度の運用 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

県内実施市町の

事業内容の確認

及び当市の事業

実績について分

析を行い補助基

準等を検討 

平成 17 年度当初

予算額 

生垣補助金 

3,800 千円 

一部見直し 実 施   

進捗状況 

生垣設置補助金

については補助

対象を住宅用地

のみとし樹種に

よる上乗せは撤

廃する。木造住宅

耐震補強補助は

市の上乗せを行

い、一般住宅 50

万円、高齢者住宅

70万円とする。 

生垣設置補助金

は廃止、ブロック

塀改善補助金を

生垣設置の場合

のみとする方針

を決定した。 

生垣補助 ０件 

 

耐震補強補助 

一般住宅 12件

高齢者   4 件

  

特記事項 補助の趣旨を鑑み、ブロック塀の取り壊しに対する生垣補助とする。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｄ）② 行政課題 補助金等内容の見直し（補助基準） 

取扱項目 補助金の見直し 所 管 教育部社会教育課 

取組内容 

社会教育課所管の各種団体に補助金

を交付しているが、一律定額補助とな

っているため、補助基準を明確にする

とともに、適正な運用を図り、併せて

交付の適否を総合的に判断する。 

目 標 
補助金額の縮小 

適正な補助金の運用 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

補助交付団体の

整理 

平成 17 年度当初

予算額 

3,350 千円 

団体数 67 団体 

補助交付基準の

検討 

14 団体減少見込 

補助交付基準の

検討 

10 団体減少見込

実  施 推  進 

進捗状況 

平成 17 年度補助

金交付団体数（社

会教育学級） 

57 団体 

補助金額 

2,850 千円 

平成 18 年度補助

金交付団体数（社

会教育学級） 

38 団体 

補助金額 

1,900 千円 

平成 19 年度補助

金交付団体数（社

会教育学級） 

22 団体 

補助金額 

1,100 千円 

  

特記事項  



 - 41 -

行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 定員適正化計画の策定 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

事務事業の整理統合、民間委託などを

総合的に考慮した新たな定員適正化

計画を策定し、平成 17 年 4 月 1 日現

在の 677 人から平成 22 年 4 月 1 日の

時点で650人以下(3.99%)に削減する。

目 標 適正な定員管理に努める 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 御前崎市全体の

定員適正化計画

を策定 

実  施 推  進 推  進 

平成 17年 4月 1

日現在の677人か

ら平成22年4月1

日の時点で650人

以下(3.99%)に削

減する。 

進捗状況 

御前崎市全体の

職員数（H17.4.1） 

677 人 

 

御前崎市全体の

職員数（H18.4.1）

661 人 

 

総務課の計画に

よる 
  

特記事項 合併時からの削減率は、御前崎市全体で 7.14% 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 職員給与等の適正化 所 管 総務部総務課 

取組内容 
民間委託の推進や職員の適正配置を

図り、時間外手当の抑制と特殊勤務手

当等の見直しを図る。 
目 標 

職員の健康管理及び人件費の削減を

図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

時間外手当 

検討(平成17年度

一般会計当初予

算額60,439千円) 

※参考平成 16 年

度決算額 73,968

千円 

実施(平成18年度

一般会計当初予

算額67,180千円)

推  進 推  進 

実施(平成22年度

一般会計当初予

算 目 標 数 値

54,000 千円) 

特殊勤務手当 

待機手当、救急特

別手当、総合保健

センター勤務手

当、高所作業手

当、トンネル内作

業手当、爆発物処

理作業手当及び

しせつの管理に

従事する職員の

特殊勤務手当を

廃止する。 

削減見込み額 

 

 

 

 

 

 

実  施 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

55 歳を超える職員

の昇給抑制 

人事院勧告によ

り実施。 

実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

退職時の特別昇給 

廃  止 

(H18.1.1) 

実施済み 推  進 推  進 推  進 

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 経営計画の策定 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

運営の基本方針や中長期的な期間で

達成すべき設備投資、財務、業務等の

内容を位置づけた経営計画を策定す

る。 

目 標 
経営目標を明確にし、職員全員が共通

の認識を持って業務を推進する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 現状把握 

 

調査・研究 

調査・研究 策  定 実  施 推  進 

進捗状況 調査検討中 調査検討中 

①平成 19 年度～

平成 21 年度まで

の中期計画を策

定した。 

②中期計画に基

づく平成 19 年度

事業計画書を策

定した。 

③事業計画書に

基づく部署ごと

の目標を設定し、

評価した。    

 

①中期計画に基

づく平成 20 年度

事業計画書を策

定した。 

②事業計画書に

基づく部署ごと

の目標を設定し、

評価を行う。  

 

①平成 22 年度以

降の中長期計画

を策定する。 

②中期計画に基

づく平成 21 年度

事業計画書を策

定した。 

②事業計画書に

基づく部署ごと

の目標を設定し、

評価を行う。  

特記事項   
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 経営診断、経営分析の実施 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

今後における中長期計画の策定や経

営改善を進める上で現状の把握は必

要不可欠であり、全国自治体病院協議

会等による経営診断、経営分析を実施

する。 

目 標 
客観的かつ的確に現状を把握するこ

とにより、他病院との比較が可能とな

り今後の経営改善が図られる。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
資料収集・調査 実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 
近隣病院の各種

データの収集を

行った。 

近隣病院との経

営状況の比較検

討を実施。 

経営の分析（職員

数、診療科別収

益・経費、部署別

診療行為件数等

同規模病院との

比較、検討）を行

った。 

①市立御前崎総

合病院のあり方

等検討会を立ち

上げ、外部・内部

環境調査、課題、

病棟・診療機能の

再編成とシュミ

レーション、中長

期ビジョンの検

討、併せて経営の

効率化等も検討

し、経営改善を図

る。 

②公立病院改革

プランを策定す

る。 

推  進 

特記事項 

①人件費の削減 平成 16 年度から平成 19 年度までに事務職員 7名、事務パート職員 10 名削減、（金額で年間

約 59,000 千円） 

②委託料の見直し 34 の委託業務、全ての委託単価・委託内容を見直した。（金額で年間約 41,000 千円） 

③施設基準の見直し リハビリテーション医療を充実し、患者さんにはより高度で良質な医療サービスが提供

できた。病院の収益面では、診療単価が上がり収益アップにつながった。（金額で年間約 70,000 千円） 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 地方公営企業法の全部適用 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

地方公営企業法を全部適用し、病院事

業の最高責任者を設置することによ

り、経営に関わる権限と責任の明確化

を図る。 

目 標 経営に関する権限と責任の明確化 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 情報収集 

 

検討体制整備 

情報収集 

 

検討体制整備 

設置の要否の検

討 
実  施 推  進 

進捗状況 未 実 施 未 実 施 
実施病院の資料

を収集した。 

市立御前崎総合

病院のあり方等

検討会で検討す

る。 

 

特記事項   
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 資産の有効活用 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 
建物、設備等の資産の利用状況を調査

し、今後の利用見込がないものについ

て、処分及び有効利用を図る。 
目 標 

資産維持に係るコストの軽減による

収支の改善 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
利用状況調査 

検討体制整備 

医師住宅（昭和 61

年建築 14 戸）現

在入居者 5戸 

実  施 

 

リフォーム予定

推  進 推  進 推  進 

進捗状況 利用状況調査  未 実 施 

①休止している

病棟等施設の有

効利用について

院内で検討した。

②医師個別住宅

の老朽度、使用状

況等を調査した。

①市立御前崎総

合病院のあり方

等検討会で検討。

②今後の医師確

保の動向を踏ま

え医師個別住宅

の削減等を検討

する。 

 

特記事項  。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 総合医療情報システムの導入 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

院内ネットワーク及びコンピュータ

ーシステムを再構築し、サービスの向

上と業務の効率化を図るとともに維

持管理費の抑制を目指す。 

目 標 
患者サービスと業務効率の向上、複数

のメンテナンスが一本化でき経費の

節減となる。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 資 料 収 集 

検討体制整備 

視 察 ・ 調 査 

システム導入 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 機器の比較検討 

システム導入完

了 

H19.3.19 稼動 

推  進 推  進 推  進 

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 民間委託の見直し 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

委託業務の全てについて、自前での業

務実施の可能性について検証し、実施

可能なものについては、コスト比較等

を行い委託の必要性について再検討

する。 

委託先の選定にあたっては、競争原理

が機能するように適切に行うととも

に、定期的な見直しを実施する。 

目 標 委託の見直しによる経営改善 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
調査・検討 実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 
委託内容が現状

にあっているか

検討 

委託業務等契約

の全面見直しを

実施し、コストを

削減。 

 

金 額  年 間 約

41,000 千円削減 

推  進 推  進 推  進 

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 
ＳＰＤ活用の検討 

（Supply Processing and Distribution）
所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

診察材料や消耗品等の院内物品の管

理について、ＳＰＤシステムの活用を

検討する。 

ＳＰＤとは 

物の供給について、最も効率的な品目

の調査、選択に当たって発注、検収、

出庫、在庫管理、使用と請求の検証ま

でを一元化して専門的に処理できる

責任担当者若しくはシステムによる

資材供給管理 

目 標 
物品管理に要する業務負担の軽減、過

剰在庫の予防、スペースの有効活用等

による経営改善 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
資料収集 基礎調査 基礎調査 実  施 推  進 

進捗状況 
診療材料管理シ

ステムを稼動し

ている 

未 実 施 

直営方式（職員

1.5 名で実施）と

SPD 方式と比較検

討の結果、現在の

患者数の診療体

制であれば、直営

方式の方が経費

が少ないという

結果となった。 

直営方式で継続

するが、診療体制

が大幅に変化し

た時、再度検討す

る。 

直営方式で継続

するが、診療体制

が大幅に変化し

た時、再度検討す

る 

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 病院機能評価の受審 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 
各種マニュアルの整備、施設改修、職

員啓発等を実施し（財）日本医療機能

評価機構の病院機能評価を受審する。
目 標 

サービスの向上と改善、適切な組織運

営、その他病院機能の総合的な充実、

向上を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 体 制 整 備 

 

マニュアル整備 

施設改修 
体 制 整 備

受  審 
推  進 推  進 

進捗状況 
各部署の現状把

握を行った。 
 未 実 施 

体 制 整 備

 

平成 20 年 3 月 12

日～14 日 受審し

た。 

受審の結果、審査

877 項目中、3 件

の改善項目があ

ったため、改善を

行い再審査を申

請した。 

推  進 

特記事項   
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 光熱水費の縮減 所 管 市立御前崎総合病院管理課 

取組内容 

空調設備等における重油利用と電力

利用コスト比較を行い、電力利用のほ

うが効率的な場合は、施設改修を実施

する。 

目 標 環境への配慮とコストの縮減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
資料収集・調査 

比較結果に基づ

く検討 
実  施 推  進 推  進 

進捗状況 未 実 施 

電力契約の見直

しを実施し、コス

トを削減。    

 

（冷暖房の管理

を強化して、契約

電力を1,094Kwか

ら1,061Kwに変更

した。） 

①空調設備等に

おける重油利用

と電力利用コス

ト比較を行った

が、現行のほうが

効率的であった。

今後も比較検討

し、必要な場合

は、施設改修を実

施する。 

推  進 推  進 

特記事項 

外来棟屋上の花畑による効果 : 花畑のある階と別の階の天井温度を調査した結果、1年間の温度

差が花畑のある階は 5度、別の階は 16度であった。（外気温は 20度）他の階より使用電力料が少

ないことが予想される。その他に患者さんを癒すことができたり、植物の光合成により二酸化炭素

の削減や温暖化防止に役立っている。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 定員適正化計画の策定 所 管 水道部水道課 

取組内容 

事務事業の整理統合、民間委託などを

総合的に考慮した新たな定員適正化

計画を策定し、平成 17 年 4 月 1 日現

在の 677 人から平成 22 年 4 月 1 日の

時点で650人以下(3.99%)に削減する。

目 標 適正な定員管理に努める 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 御前崎市全体の

定員適正化計画

を策定 

実  施 実  施 推  進 

平成 17年 4月 1

日現在の677人か

ら平成22年4月1

日の時点で650人

以下(3.99%)に削

減する。 

進捗状況 

御前崎市全体の

職員数（H17.4.1） 

677 人 

 

御前崎市全体の

職員数（H18.4.1）

661 人 

 

御前崎市全体の 

職員数(H19.4.1)

  631 人 

総務課の計画に 

よる 
 

特記事項 合併時からの削減率は、御前崎市全体で 7.14% 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 職員給与等の適正化 所 管 水道部水道課 

取組内容 
民間委託の推進や職員の適正配置を

図り、時間外手当の抑制と特殊勤務手

当等の見直しを図る。 
目 標 

職員の健康管理及び人件費の削減を

図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

55 歳を超える職員

の昇給抑制 

人事院勧告によ

り実施。 

実  施 実  施 推  進 推  進 

行動計画 

退職時の特別昇給 

廃  止 

(H18.1.1) 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 
廃  止 

(H18.1.1) 

総務課において

実施 

総務課において 

実施 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 
水道料金等の口振対象者への領

収書発行の中止 
所 管 水道部水道課 

取組内容 

現在水道料金・下水道使用料について

口座振替による納付があった場合、そ

の都度圧着ハガキにて領収のお知ら

せを発送しているが、平成 18 年１月

から検針時に置いてくる検針票（検針

のお知らせ）に同項目を追加すること

により領収書の発行を中止する。 

目 標 経費の軽減と事務の効率化 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

コンピューター

のシステム変更

を実施する。また

市民に趣旨を理

解してもらうと

ともに内容の周

知徹底をする。 

実  施 

 

（軽減見込 

約 1,500 千円）

実  施 推  進 推  進 

進捗状況 

市民に対し領収

書発行中止の周

知徹底を図り、１

月より実施した。 

実  施 

 

(約1,500千円減）

平成 18年 1月 

より実施済 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 水道料金・下水道料金の一括請求 所 管 水道部水道課 

取組内容 

現在一部の納付者に対し、水道料金・

下水道使用料の一括請求を実施して

いるが、対象者全てを一括請求するこ

とにより納付書により納付書の種類

や枚数等を節減でき効率的な事務が

可能となる。 

目 標 
経費の節減 

発送収納事務の効率化 

収納率の向上 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

下水道課と協議

を重ね、現在別請

求の対象者を抽

出し、一括徴収に

理解を求めると

ともに移行する

よう指導する。 

平成 18 年 1 月よ

り実施。 

実  施 

 

(軽減見込約

1,800 千円) 

実  施 推  進 推  進 

進捗状況 
平成 18 年 1 月よ

り実施。 

実  施 

 

(約1,800千円減)

平成 18年 1月 

より実施済 
  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 コンビニ納付 所 管 水道部水道課 

取組内容 
コンビニでの水道料金等の振込みを

可能にする。 
目 標 

全国どこからでもコンビニを利用し

ての納付を可能にする。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

情報化推進委員

会委員と関係課

長による検討委

員会にて、受託業

者を選定し、平成

18 年度初頭から

コンビニによる

払い込みが可能

になるよう準備

する。 

実  施 実  施 推  進 推  進 

進捗状況 

コンビニ収納受

託業者と契約を

締結し、平成 18

年度初頭からコ

ンビニによる払

い込みを可能に

した。 

実  施 

 

利用件数 

6380 件 

実  施 

 

利用件数 

7288 件 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 窓口業務の時間外サービスの実施 所 管 水道部水道課 

取組内容 

生活様式や就労形態等の変化に対応

するため、毎週火曜日夜間 8時まで窓

口を開設し、納入の催告や納付相談に

応じる。 

目 標 徴収率の向上と納付窓口の拡大 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

実  施 

 

平成 17年度実績 

Ｈ17.12 まで 

112 件 

1,087,204 円 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

平成 17年度実績 

49 回開催 

徴収額 

（水道料） 

155 件 

1,496,624 円 

（下水道料） 

207,268 円 

平成 18年度実績

51回開催 

徴収額 

（水道料） 

105 件 

899,318 円 

（下水道料） 

113,561 円 

平成 19年度実績

48回開催 

徴収額 

（水道料） 

114 件 

655,518 円 

（下水道料） 

181,336 円 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 定員適正化計画の策定 所 管 水道部下水道課 

取組内容 

事務事業の整理統合、民間委託などを

総合的に考慮した新たな定員適正化

計画を策定し、平成 17 年 4 月 1 日現

在の 677 人から平成 22 年 4 月 1 日の

時点で650人以下(3.99%)に削減する。

目 標 適正な定員管理に努める 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 御前崎市全体の

定員適正化計画

を策定 

実  施 推  進 推  進 

平成 17年 4月 1

日現在の677人か

ら平成22年4月1

日の時点で650人

以下(3.99%)に削

減する。 

進捗状況 

御前崎市全体の

職員数（H17.4.1） 

677 人 

 

御前崎市全体の

職員数（H18.4.1）

661 人 

 

総務課の計画に

よる 
  

特記事項 合併時からの削減率は、御前崎市全体で 7.14% 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 職員給与等の適正化 所 管 水道部下水道課 

取組内容 
民間委託の推進や職員の適正配置を

図り、時間外手当の抑制と特殊勤務手

当等の見直しを図る。 
目 標 

職員の健康管理及び人件費の削減を

図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

55 歳を超える職員

の昇給抑制 

人事院勧告によ

り実施。 

実  施 推  進 推  進 推  進 

行動計画 

退職時の特別昇給 

廃  止 

(H18.1.1) 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 
廃  止 

(H18.1.1) 
実施済み 実施済み   

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 水道料金・下水道料金の一括請求 所 管 水道部下水道課 

取組内容 

現在一部の納付者に対し、水道料金・

下水道使用料の一括請求を実施して

いるが、対象者全てを一括請求するこ

とにより納付書により納付書の種類

や枚数等を節減でき効率的な事務が

可能となる。 

目 標 
経費の節減 

発送収納事務の効率化 

収納率の向上 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

水道課と協議を

重ね、現在別請求

の対象者を抽出

し、一括徴収に理

解を求めるとと

もに移行するよ

う指導する。 

平成 18 年 1 月よ

り実施。 

実  施 

 

(軽減見込約

1,800 千円) 

推  進 推  進 推  進 

進捗状況 
平成 18 年 1 月よ

り実施。 

実  施 

 

(約1,800千円減）

実施済   

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 農業集落排水組合の整理統合 所 管 水道部下水道課 

取組内容 
6処理施設の一括管理 

（佐倉・忍沢・比木・下朝比奈・上朝

比奈・新野） 
目 標 効率的な維持管理 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
現状把握、将来予

測 
検  討 検  討 検  討 実  施 

進捗状況 

平成 18 年 3 月に

完成した新野地

区処理場での組

合員による清掃

等管理が一巡し

たところで、6 組

合を統合し、処理

施設を市が一括

管理する方向性

等を検討した。 

一括運転管理の

ための施設の機

能強化検討及び

方向性の調査 

一括管理に向け

て機能強化事業

により自動通報

装置を導入した。

組合の統合につ

いては、解散を含

め調査中。 

  

特記事項 
包括的に管理することにより、管理費を削減できる。役員会議等 700 千円、し渣取り 1,500 千円、

各施設事務取扱業務 500 千円 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅰ（Ｅ） 行政課題 地方公営企業の経営健全化等の推進 

取扱項目 包括的民間委託 所 管 水道部下水道課 

取組内容 

下水処理施場の維持管理について、あ

らかじめ定められた仕様に基づいた

委託から性能発注を基本とした包括

的民間委託方式の導入を検討する。 

目 標 
業務の効率化 

コスト削減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
導入検討 

導入検討 

 

事業運営検討 

導入検討 

 

事業運営検討 

実  施 推  進 

進捗状況 
先進地事例を調

査研究 

概算での費用削

減効果の算定に

取組んだ。 

処理場施設情報

の調査・整理を実

施。（池新田浄化

センター） 

  

特記事項 
（注）「性能発注」とは、公共の業務を民間に委託する際に要求するサービスの内容・水準のみを

想定し、施設の運転方式等の詳細については民間事業者の自由裁量に任せる。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅲ（Ａ）① 行政課題 定員適正化計画の策定と推進 

取扱項目 定員適正化計画の策定 所 管 総務部総務課 

取組内容 

事務事業の整理統合、民間委託などを

総合的に考慮した新たな定員適正化

計画を策定し、平成 17 年 4 月 1 日現

在の 677 人から平成 22 年 4 月 1 日の

時点で650人以下(3.99%)に削減する。

目 標 適正な定員管理に努める 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 御前崎市全体の

定員適正化計画

を策定 

実  施 推  進 推  進 

平成 17年 4月 1

日現在の677人か

ら平成22年4月1

日の時点で650人

以下(3.99%)に削

減する。 

進捗状況 

御前崎市全体の

職員数（H17.4.1） 

677 人 

一般行政職 218 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 343 

御前崎市全体の

職員数（H18.4.1）

661 人 

一般行政職 220 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 325 

御前崎市全体の

職員数（H19.4.1）

631 人 

一般行政職 217 

教育行政 104 

その他   12 

公営企業 298 

  

特記事項 

区  分 H15.4.1 H16.4.1 H17.4.1 H22.4.1 

H17～H22 ま

での純減率及

び削減額 

職員合計 700 678 677 650 3.99% 

前年比較 － －22 －1 －27 －197,343 千円

合併時からの削減率は 7.14% 

当市は合併時の新市建設計画において、10年間で 50人の削減計画があり、平成 25年度までの計画

を平成 22 年 4 月 1 日までの計画に前倒しするものである。病院事業の今後の展開により、公営企

業部門の職員については、増減の可能性あり。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅲ（Ｂ）② 行政課題 給与制度について調査及び研究の実施 

取扱項目 特殊勤務手当の見直し 所 管 総務部総務課 

取組内容 
特殊勤務手当については、制度本来の

趣旨を踏まえつつ、全般的な見直しを

行う。 
目 標 

人件費を削減し、給与の適正化を図

る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

特別勤務手当 

待機手当、救急特

別手当、総合保健

センター勤務手

当、高所作業手

当、トンネル内作

業手当、爆発物処

理作業手当及び

しせつの管理に

従事する職員の

特殊勤務手当を

廃止する。 

削減見込み額 

 

 

 

 

 

 

実  施 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

 

 

 

 

 

 

推  進 

 

 

 

 

 

 

12,903 千円 

進捗状況 

現在支出してい

る待機手当・救急

特別手当につい

ては、H18.4.1 よ

り廃止し、他の手

当については支

給実績はない。 

実施済み 実施済み   

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅲ（Ｂ）② 行政課題 給与制度について調査及び研究の実施 

取扱項目 高齢層職員の昇給の抑制 所 管 総務部総務課 

取組内容 

55 歳を超えるの職員の昇給を抑制す

る。 

（対象職員 平成 17年 4月現在 

55 人） 

目 標  

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
人事院の勧告に

より実施する。 
実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

平成 18 年度から

全面的な給与構

造の改革により、

55 歳を超える指

定された職員に

ついては昇給を

抑制する。 

実施済み 実施済み   

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅲ（Ｂ）② 行政課題 給与制度について調査及び研究の実施 

取扱項目 退職時特別昇給の廃止 所 管 総務部総務課 

取組内容 退職時特別昇給の廃止 目 標 人件費の抑制を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 廃  止 

 

（平成18年 1月） 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 実 施 済 実 施 済 実 施 済   

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 
行政評価システムの確立 

（政策評価の実施） 
所 管 総務部総務課 

取組内容 
効率ある財政運営と事務事業の市民

への説明責任を果たすために事務事

業評価を実施し、政策へ反映させる。
目 標 

事務事業評価により、将来政策に合致

するもの、効果のあるもの、市民の満

足度の高いものを選別し、事業展開を

行う。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
事務事業（政策）

評価システムの

構築と職員への

意識改革を含め

た研修の実施 

事務事業評価の

実施 
推  進 政策評価の実施 推  進 

進捗状況 

事務事業評価調

書の検討と業務

改善提案制度の

案の検討を行っ

た。 

平成 18 年度より

実施予定。 

平成 18年 8月 

事務事業評価実

施 

事務事業 98本 

併せて補助金調

書評価実施 

補助金本数132本

係長職の職員を

対象に、政策評価

研修会を実施。 

  

特記事項 サンセット方式と併用する。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 業務マニュアルの作成 所 管 御前崎支所 

取組内容 

最小限の職員数で幅広いサービスを

提供するため、業務マニュアルを作成

する。室の枠を越えて支所内で一体と

なり、各種市民窓口業務マニュアル

は、支所全職員が確認可能な場所に配

置する。各業務の担当者は、制度改正

等に合わせて定期的に内容の見直し

を図る。 

来庁者の待ち時間を少なくすること

を目標とし、達成状況を定期的に評価

する。 

目 標 窓口来庁者を 5分以上待たせない 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 各室所管業務の

整理 

マニュアルの作

成 

試 行 評 価

 

マニュアルの見

直し 

実 施 評 価

 

マニュアルの見

直し 

推 進 評 価

 

マニュアルの見

直し 

推 進 評 価

 

マニュアルの見

直し 

進捗状況 

各室所管の事務

内容をまとめ、職

員全員が支所事

務ができるよう

業務マニュアル

（素案）を作成し

た。 

機構改革により、３

室から２係となっ

たため、業務マニュ

アル（素案）の全面

的見直しを行い、業

務マニュアル（案）

を作成した。各課の

チェックを経て正

式マニュアルとし

たい。個人情報保護

法により誰もが使

えるマニュアルと

して整備できない

ものもある。 

改正等があれば

マニュアルの見

直しを行い、市民

サービスの向上

継続実施 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 コンビニ納付 所 管 総務部税務課 

取組内容 
コンビニでの水道料金等の振込みを

可能にする。 
目 標 

全国どこからでもコンビニを利用し

ての納付を可能にする。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

情報化推進委員

会委員と関係課

長による検討委

員会にて、受託業

者を選定し、平成

18 年度初頭から

コンビニによる

払い込みが可能

になるよう準備

する。 

実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

コンビニ収納受

託業者と契約を

締結し、平成 18

年度初頭からコ

ンビニによる払

い込みを可能に

した。 

平成 18年度実績

利用率（件数）

全 体 の 6.4 ％

現 金 納 付 分 の

29.1％（市県民税

34.0％、固定資産

税 20.3％、軽自動

車税 34.6％、国保

税 30.7％） 

平成 19 年度実績

（2月末現在） 

現金納付分の約

31％、細部につい

ては集計中。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 公共工事の品質確保の促進 所 管 総務部検査室 

取組内容 

公共工事の品質確保の促進に関する

法律により、受注者の工事施工経験、

工事成績等を考慮し、適格性の判断材

料の提供、工事の監督・検査及び施工

状況の確認・評価の強化 

目 標 
公共工事の適正管理、効率性、安全性、

環境への配慮、長寿命化等の向上によ

り総合的コスト縮減 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

工事成績評定の

適正化のため、

国・県主催の研修

会へ参加。 

市建設工事担当

職員への研修会

の開催。 

市内業者への研

修会開催。 

中間技術検査の

強化。 

市建設工事担当

職員対象研修会

開催。 

市内建設業者対

象研修会の開催。

建設工事に係る

調査・設計の品質

確保推進 

建設工事に係る

調査・設計の業務

成績評定 

推  進 推  進 

進捗状況 

中部地方整備局

主催の工事成績

評定研修会へ参

加し、市町村向け

成績評定要領を

作成し成果につ

いて平成 18 年 7

月に発表予定。市

職員への研修会

は 6/22 に開催し

た。業者への研修

会は開催しなか

ったが完成検査

時に品質向上に

向け講評を実施

した。 

請負金額500万円

以上の工事及び

完成時目視でき

ない工種を含む

工事の中間検査

を実施した。 

建設工事担当職

員対象の研修会

を6/8に開催した

検査においては

品質管理状況を

重点におき検査

し工事評定を実

施した。 

新工事評定を採

用。 

業務委託成績評

定方法が未策定

で来年度以降と

なる見込み。 

建築工事の設計

業務については、

第三者機関に審

査を依頼し設計

業務の品質向上

を図った。土木工

事等の設計業務

についてはコス

ト縮減、ランニン

グコスト縮減品

質向上を重点に

審査を実施した。

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 ワンストップサービス体制の整備 所 管 市民部市民課 

取組内容 
ワンストップサービスの徹底を図る。

「市民が動くのではなく、職員が動

く。」ワンストップサービスの実施。
目 標 

職員の意識改革を図るとともに市民

満足度を高める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
趣旨の徹底と職

員の意識改革 
実  施 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

職員の意識改革

を図り、お客様へ

の積極的な声か

けと来庁の目的

を詳しく聞き、案

内すると同時に

担当課（者）が窓

口に来るよう要

請。 

継続実施 

 

市民サービス向

上に寄与してい

る。 

継続実施 

 

市民サービス向

上に寄与してい

る。 

  

特記事項 全庁的な取り組みへと拡大している。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 窓口業務の時間外サービスの実施 所 管 市民部市民課 

取組内容 
生活様式や就労形態等の変化に対応

するため、窓口受付時間の延長 
目 標 

職員の勤務時間の弾力的な運用によ

り市民サービスの向上と満足度を高

める。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
平成 18 年 1 月 10

日から毎週火曜

日夜8時まで窓口

サービスを延長

する。 

推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

1 月 10 日から 3

月 28 日までの間

11回実施。 

149 人が利用 

証明書発行件数 

260 件 

4 月以降も継続し

て実施中。 

市民サービス向

上に寄与してい

る。 

H18.4～H19.2 ま

でに延べ 47 回実

施。 

利用者数 569 人 

利用件数1,043件

市民サービス向

上に寄与してい

る。 

H19.4～H20.3 ま

でに延べ 51 回実

施。 

利用者数 735 人 

利用件数1,232件

  

特記事項 

（参考）平成 19 年 4 月 3日～平成 20 年 3 月 25 日 

利用者数 平均 14.4 人/回 

利用件数 平均 24.2 件/回 

 内訳 印鑑証明関係 46.8％ 住民票関係 29.5％ 戸籍関係 16.1％   

 外国人登録関係ほか 7.6％ 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 業務マニュアル作成整備の徹底 所 管 市立図書館 

取組内容 

｢ワンストップサービス｣の精神にの

っとり、市民との対応をスムーズに行

い、誰が窓口に出ても同じ対応ができ

るよう業務マニュアルを備える。 

目 標 

市役所で行う「ワンストップサービ

ス」と同様、公正かつ信頼されるサー

ビスを目指して、職場内の統一基準と

なる業務マニュアルを作成する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
業務マニュアル

の検討 

業務マニュアル

の検討・確定 
実  施 推  進 推  進 

進捗状況 
既存マニュアル

の収集と内容の

検討を実施中 

近隣市の業務マ

ニュアルの収集

済みと当館マニ

ュアルの内容等

の検討中。 

業務マニュアル

（内部規定）を作

成、実施 

実  施   実  施 

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅴ（Ｂ）② 行政課題 高度情報化の推進 

取扱項目 
「イントラネットのホームページ」の

見直し 

（市内向けの内容） 
所 管 総務部情報管理課 

取組内容 

ＣＡＴＶ事業のＴＶでホームページ

を見れる画期的仕組みで、市民がいつ

でも市・商工会・社会福祉協議会・浜

岡原子力発電所等の情報がとれるが、

インターネットの普及により、利用者

が少なくなるとともに、取り扱い業者

がなくなったことにより、平成 21 年

度末で廃止する。 

目 標 
平成 21 年度末までは、市民に密着し

た行政情報を発信していく。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
研修会実施 推  進 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

ＣＡＴＶコンテ

ンツ作業部会を

12 日間 21 回開催

した。 

ＣＡＴＶコンテ

ンツ作業部会を

12 日間 21 回開催

した。 

ＣＡＴＶコンテ

ンツ作業部会を

分科会毎に7回開

催し 54 名が参加

した。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅴ（Ｂ）② 行政課題 高度情報化の推進 

取扱項目 
市役所ホームページの充実 

（市外向けの内容） 
所 管 総務部情報管理課 

取組内容 

よりタイムリーな行政情報を発信す

るため、各課部署のページを充実させ

ると共に、特色を市内外に発信する。

各種申請書の様式のダウンロードや

電子申請の受付等、市民サービスの向

上を図り、又、観光誘致、企業立地の

推進などのＰＲに努める。 

目 標 

市民が利用しやすいホーページを市

職員で実施する。ホームページの充実

により、観光客誘致・企業立地の推進

を図る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 ホームページ作

成ソフトの配布

及び研修会の実

施 

必要に応じて、各

部署での｢御前崎

市ホームページ｣

の直接入力を実

施 

各部署での公開

を 100％にする。
推  進 推  進 

進捗状況 

ホームページビ

ルダーソフトを

各課・部署に配布

し、取扱い研修を

3 日間 6回開催し

た。 

ホームページ作

成研修を 6 日間

10回開催した。各

課・部署のページ

として 24 箇所公

開している。 

ホームページ作

成研修を5日間開

催し 33 名が出席

した。各課・部署

のページとして

30 箇所公開して

いる。 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅵ（Ａ）② 行政課題 指定管理者を含めた管理委託の検討 

取扱項目 指定管理者制度の導入 所 管 総務部総務課 

取組内容 
公の施設の管理について、指定管理者

制度の主旨を踏まえ、積極的に導入を

図る。 
目 標 

市民の行政サービスを更に推進する

ために、指定管理者制度の導入を図

る。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

公の施設の管理方

針の検討・決定。指

定管理者に関する

条例制定及び関係

条例・規則の改正。

(対象施設１８施

設) 

平成18年 4月 1

日より指定管理

者による管理を

委託。18 施設 

他の施設につい

ても導入検討。

利用料金制度導

入の検討。 

推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

Ｈ17.12 月議会にお

いて指定管理者手

続き条例可決、Ｈ

18.2 月議会におい

て公の施設管理条

例の一部改正及び

18 施設の指定管理

者の指定の議決。平

成 18 年度より指定

管理者として 18 施

設の管理運営をす

る。指定管理者制度

の趣旨にのっとり

市民が利用しやす

く満足度の上がる

サービス体制を図

る。 

ＣＡＴＶ施設 

市民プール 

市民会館 

文化会館 

浜岡総合運動場 

御前崎運動場 

海洋センター 

白浜防災センター 

下岬防災センター 

老人福祉センター 

児童館 

なごみ 

池新田ディ 

佐倉ディ 

西側やすらぎ 

薄原いきいき 

つばきの家 

あらさわ公園 

ＣＡＴＶ施設につ

いては、平成 19 年

度から利用料金制

度を導入する。 

 

ＣＡＴＶ施設につ

いては、平成 19 年

度から利用料金制

度を導入 

 

女岩コミュニティ

防災センターに、指

定管理者制度を導

入 

  

特記事項  
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅵ（Ａ）② 行政課題 指定管理者を含めた管理委託の検討 

取扱項目 振興公社のあり方の検討 所 管 総務部総務課 

取組内容 

指定管理者制度の導入により、現在プ

ール、総合運動場、市民会館、文化会

館、Ｂ＆Ｇ海洋センターの管理を行っ

ている振興公社について今後のあり

方を検討する。 

目 標 
振興公社の事業を含めて、体制を確立

する。 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 

公の施設の管理

方針の検討・決定 

平成 16 年度振興

公社委託料 

261,926 千円 

補助金 

18,770 千円 

市民会館使用料 

3,482 千円 

運動場使用料 

3,458 千円 

プール入場料 

48,489 千円 

海洋センター入

場料 

1,217 千円 

振興公社の体制

の検討 

現在の管理施設 

・ プール 

・ 運動場 

・ 市民会館 

・ 文化会館 

・ 海洋センタ

ー 

利用料金制度導

入検討 

具体的な方策実

施 
推  進 推  進 

進捗状況 

平成 18 年度より

指定管理者とし

て5施設の管理運

営をする。指定管

理者制度の主旨

にのっとり市民

が利用しやすく、

満足度の上がる

体制を図る。 

利用料金制度導

入検討 
進展なし   

特記事項 職員数（市からの派遣職員 3人）振興公社プロパー職員 12 人 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅳ（Ａ）② 行政課題 行政の生産性の向上 

取扱項目 火曜ナイト税務の実施 所 管 総務部税務課 

取組内容 

生活様式や就労形態等の変化に対応

するため、毎週火曜日夜間 8時まで窓

口を開設し、納入の催告や納付相談に

応じる。 

目 標 徴収率の向上と納付窓口の拡大 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
実 施 済 実 施 済 推  進 推  進 推  進 

進捗状況 

平成 17年度実績 

税務相談 26件 

口座振替 9件 

納付確約 36件 

各種証明 32件 

その他 64件 

利用者延べ人数 

321 人 

徴収実績 

個人・固定・軽自 

国保 872 件 

15,918,701 円 

平成 18年度実績

税務相談 25件 

口座振替 6件 

納付確約 24件 

各種証明 82件 

その他 34件 

納税者数286人利

用者延べ人数 

457 人 

徴収実績 

個人・固定・軽自

国保 763 件 

12,148,352 円 

平成 19年度実績

税務相談 19件 

口座振替 8件 

納付確約 12件 

各種証明 84件 

その他 103 件 

納税者数265人利

用者延べ人数 

491 人 

徴収実績 

個人・固定・軽自

国保 627件 

9,316,400 円 

  

特記事項 
平成 18 年度から導入したコンビニ収納が浸透してきたことにより納税額は減少し

ているものの、利用客は増加している。 
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行政改革行動計画(集中改革プラン) 

 

整理番号 Ⅱ（Ａ）② 行政課題 重点プロジェクト推進体制の整備 

取扱項目 防災行政機構の見直し 所 管 総務部防災課 

取組内容 

防災に強いまちづくりのため、市組織

として各課における防災担当者を置

き、防災連絡会議を開催し、情報の共

有と施策の推進を図る。また、市地域

防災計画（平成 18年 3月作成）、市国

民保護計画（平成 18 年度策定予定）

を受けて、その周知と既存の災害対策

本部編成による各部・各班の見直し等

実動型体制の確保を図る。 

目 標 災害発生に備える防災体制の整備 

平成 17 年度 平成 18 年度 平成 19 年度 平成 20 年度 平成 21 年度 

行動計画 
 

組織づくり 

 

防災体制の整備

防災体制の整備 

 

各部各班体制に

よる組織強化 

推  進 推  進 

進捗状況  

３月部長会にて

趣旨及びスケジ

ュール説明、１９

年度新体制から

の推進を目指す。

各部各班体制に

よる市災害対策

(警戒)本部編成

表 

策定 

 

県ｱｸｼｮﾝﾌﾟﾗﾝにお

ける地域目標（減

災目標）策定 

５８項目 

  

特記事項  

 


